
厚田支所
　（単位：千円）

所 管 課 事　　業　　名 事　　業　　概　　要 事 業 費

　総務省の過疎対策である「地域おこし協力隊制度」を活
用し、新たに３名を採用するとともに、地域団体等の活動
支援や情報発信等を通して、区内への定住や定着を目指す
（新規採用３名・継続採用１名）。 (19,200)

1,000

(1,000)

4,300

(4,300)
厚田区集落支援員活動事業費

令和４年度　主要事業の要求状況

地域振興課
あつた水彩画展芸術文化振興
事業
（厚田区地域振興事業）

　２年に１度開催する「北の海」厚田アクアレール水彩画
展の第６回開催に向け、作品公募を行う経費の一部を交付
する。

地域振興課

200

19,200厚田区地域おこし協力隊活動
事業

(0)

　地域の「目配り役」となる集落支援員を配置し、地域の
巡回・点検による地域課題の把握及び課題解決のための話
し合い・仕組みづくり等による集落対策を実施する（新規
採用１名）。

地域振興課
厚田区地域おこし協力隊起業
支援補助金交付事業

　任期終了後、市内で起業予定の地域おこし協力隊員に対
して、起業に要する経費の一部を補助金として交付する。

地域振興課

※　事業費下段のカッコ書きは、一般財源額（内数）です。
※　事業費については、各担当課で見積もった要求額であり、今後調整・査定のうえ予算案となります。
※　事業内容や事業費については、変更となる可能性があります。


